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Ⅴ 本件訂正放送に至る経緯とその内容 

１．本件訂正放送に至る経緯 

 本件放送の当日、岐阜県庁では日曜にもかかわらず広報課員等が出勤し、番組を見

た。彼らは県がきびしい調子で告発されていることに驚いたが、情報提供者の証言や、

紹介される裏金の仕組みを見て、「こういう組織的な裏金操作は、現在の県庁のシステ

ム上、起こり得ないのではないか」と、半信半疑だったという。 

 とはいえ、もしこうした不正が行われているとしたら、行政の信頼は失墜する。岐

阜県はただちに日本テレビに対し、この件に関する情報の提供を文書で依頼する一方、

それから１２月末までの約１ヵ月間、各部署と出先機関の経理状況等のチェックを行

うことにした。『バンキシャ』のＫプロデューサーからは、電話で、取材で得た情報は

報道目的以外には使用できないので教えられない旨の返答があった。 

 そのころ、本件放送に携わったスタッフのあいだでは、裏金問題のスクープをした、

という高揚感が漂っていたようである。他メディアも取材に動き出したという話もあ

った。地元の系列局が本件放送を素材に県庁や県議会を取材し、県が調査に乗り出し

たことをローカル・ニュースで伝えるなど、波紋が広がっているように見えた。 

 そうしたなか、情報提供者が『バンキシャ』に電話してきたのは１２月１６日であ

る。彼は短く、警察が任意の事情聴取にきた、と言った。しかし、それ以上の詳しい

ことはわからなかった。これ以降、情報提供者の電話はつながらなくなった。 

 年が明けた０９年１月１５日、情報提供者が中津川市の職員とともに逮捕された、

というニュースが飛び込んできた。別の業者が工事を施工したように装って架空の予

算執行伺書を作成し、同市から工事費を振り込ませた、という公金詐欺事件の容疑だ

った。 

 岐阜県庁の裏金作りと構図が似ている――と、本件放送に関わった制作スタッフは

思ったという。これでいよいよ県庁の裏金問題にもメスが入り、われわれのスクープ

が正しかったことが証明されるだろう、これをきっかけに県や県職員の腐敗が明るみ

に出るだろう、とも。 

 あとになって振り返れば、とんだお笑い種ということになるのだが、このときはみ

んながそう信じて疑わなかった。その思い込みは、２月２７日、Ｋプロデューサーや

Ａディレクターなど３人の日本テレビ関係者が拘留中の情報提供者に面会し、あの告

発証言なるものがまったくの虚偽であったことを知らされる数日前までつづいた。 

 この間、情報提供者逮捕後の１月２０日、岐阜県議会は日本テレビに対し、「真偽を

明らかにし誤りがあるならば訂正・謝罪すべきである」との抗議文を送った。また、

岐阜県庁も同社報道局長宛に「『真相報道バンキシャ！』の報道内容の検証と必要な措

置の請求について」という書面（２月１８日付け）を送っている。そのなかで岐阜県
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は、３ヵ月近くにわたって事実関係を調査してきたが、本件放送の事実は確認できな

い状況であると述べた上で、放送法第４条（訂正放送）の規定により、報道内容を検

証し、その結果に基づき適切な措置を講じることを求めるとともに、検証の結果、報

道内容が事実であれば事実確認できる具体的情報を２月末までに文書で回答するよう

要請した。 

 さらに県は２月１９日、岐阜県知事名で、岐阜県警に対し、情報提供者を偽計業務

妨害で告訴した。 

 ２月２７日、拘留中の情報提供者との面会により情報提供者の告発情報が全面的に

虚偽であったことを確認した『バンキシャ』のチーフプロデューサーは、同日午後、

岐阜県庁に赴いて謝罪をし、訂正放送をすることを伝えた。 

 

２．本件訂正放送の内容 

 本件訂正放送は、０９年３月１日の『バンキシャ』のなかで、番組キャスターが訂

正放送の原稿を読み上げる形で放送された。以下はその全文である。 

 

 去年の１１月２３日に全国の自治体の裏金問題について放送いたしましたが、

４つの自治体のケースを紹介するなかで、岐阜県庁の職員に２００万円の裏金が

振り込まれたという内容を、建設会社の元役員の証言としてお伝えいたしました。 

 しかし、新たに行った日本テレビの取材に対し、元役員は、証拠とした銀行の

送金記録はみずから改ざんしたもので、岐阜県庁側に裏金を送金した事実はなか

ったと証言を翻しました。 

 放送の２ヵ月後、元役員は、岐阜県庁とは関係のない岐阜県中津川市の係長の

公金詐欺事件の共犯として逮捕・起訴されました。 

 中津川市の事件は、市役所の係長が別の業者に発注した架空の公共事業の代金

を元役員を通じて環流させたもので、元役員は、この事件の構図を岐阜県庁の話

に置き換えて話したと証言しました。 

 また、架空名義の銀行口座を裏金作りに使ったとしておりましたが、この口座

も県とは関係なく、市役所の事件で使ったものだったと証言しました。 

 なお、岐阜県は証言者を偽計業務妨害罪で告訴しております。 

 視聴者のみなさん、岐阜県庁、並びに岐阜県議会のみなさんに大変ご迷惑をお

かけいたしました。 

 

 以上を読み上げると、番組キャスターは頭を下げた。 

 


